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平成２１年度八尾市の未来を語るタウンミーティング 

用和小学校区（議事概要） 

 

開催日時：平成２１年９月５日（土）午後７時３０分～９時 

開催場所：用和小学校区地区集会所 

参加者数：３６名（男性 ２９名、女性 ７名） 

市出席者：田中市長、原副市長、阪口病院事業管理者、野村水道事業管理者、中原教育長 

配布資料： 

① 平成２１年度八尾市の未来を語るタウンミーティング資料（パワーポイント内容） 

② タウンミーティングでの意見への対応状況について（平成２０年度） 

③ 用和小学校区地域レポート 

④ 平成２１年度 市政運営方針 

⑤ がんばれ八尾応援寄附金案内チラシ 

⑥ 路上喫煙防止に関するチラシ 

⑦ 住宅用火災警報器設置に関するチラシ 

⑧ 救急車の適正利用等に関するチラシ 

⑨ 「八尾保健所公衆衛生協力会創立 60 周年式典と講演」リーフレット 

⑩ 地域包括支援センター萱振苑リーフレット 

   

１．コミュニティ推進スタッフ（司会）から昨年度のタウンミーティングの状況、地域レポート説明、地域での活動状況等の紹介 

 

２．市長から市政運営、次期総合計画の構成等についての説明：パワーポイント（配布資料①） 
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３．意見交換 

市民のみなさんからのご意見 市長説明 
対応状況と今後の方向性 

（平成２１年１０月現在） 

① 政権交代による総合計画への影響 

○ 選挙で政権交代がなされたが、政権交代によっ

て総合計画が大きく変わることはあるのでし

ょうか。 

 

 

○ 基本的には八尾市のめざす方向性は変わりま

せん。ただし、制度の変更があれば反映してい

く必要があると考えます。 

 

○ 地方分権については、国がやるべき仕事、地方

分権により地方が受ける仕事の整理が必要で

す。地方制度調査会で出された方向性に沿って

国は対応していただきたいと考えています。 

 

○ 制度が変わることにより、市へ補助金が入りに

くくはなる可能性はありますが、一方で、税源

移譲が進めば、市がやりたいと思っていること

が早くできる可能性もあります。 

 

○ 総合計画は八尾市の１０年間のまちづくりの

方向性を定めるものですので、基本的には、

方向性が大きく変わることはないと考えてい

ます。ただ、総合計画を推進していくための

取り組みについては、根拠法の改正・廃止や

社会状況、経済状況の変化があった場合は変

更されるときがあると考えています。 

② 光町公園について 

○ 光町公園に突然に土が盛られたことについて、

夜間の球技による迷惑問題で住民とトラブル

があり、今の状態になったと聞きました。子ど

もを育てている立場としては、地域の遊び場も

少ないことから、何とか元に戻してほしいと思

います。 

 

○ 近隣住民との関係もありますが、公園担当部

局、地域住民と話をさせていただきたいと考え

ております。 

 

○ 光町公園の活用方法については、平成 20年 10

月に近隣住民の方と話し合いを行いました。

その中で、当面は地域としても現状の盛土で

よいとの結論に至っております。今後も地域

の方の意見を踏まえ、安全・安心な公園づく

りに努めてまいります。 
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市民のみなさんからのご意見 市長説明 
対応状況と今後の方向性 

（平成２１年１０月現在） 

③ 高齢者施策について 

○ 老人保健事業特別会計の15億6200万円の減額

の理由は何ですか。 

 

 

 

○ 後期高齢者医療事業特別会計は1.1％のマイナ

ス、敬老祝い金も無くなりますが、この理由は

何ですか。 

 

 

○ 後期高齢者医療制度に移行したことによりま

す。老人保健事業特別会計は最終清算の段階に

入っており、平成 22 年度末をもってなくなり

ます。 

 

○ 老人保健制度は後期高齢者医療制度に移行し

ましたが、今後、政権交代によりどのようにな

るか分からないところもあります。 

 

○ 個人給付的な制度についてはなるべく廃止し

ていくという基本的な考えに沿って、敬老祝い

金は廃止しました。 

 

○ 市では、今年度より、地域包括支援センターは、

直営１箇所、民間９箇所として取り組んでいま

す。高齢者の方を、制度として支えていけるよ

うにするとともに、すべての方にサービスが行

きわたるようにしていきたいと考えています。 

 

○ 平成 20 年度予算と 21 年度予算の規模を比較

してのご意見かと存じます。 

老人保健制度については、後期高齢者医療制

度の創設･施行に伴い、平成 19 年度末で終了

となり、平成 20年度以降 3年間は、月遅れ請

求の処理等のため老人保健事業特別会計を存

続することとなっています。ただ、予算は大

幅に減少しており、平成 21 年度当初予算につ

きましても、平成20年度当初予算と比較して、

予算規模は大きく減少したものです。 

 

○ 平成 20 年度予算と 21 年度予算の規模を比較

してのご意見かと存じます。 

後期高齢者医療事業特別会計の平成20年度当

初予算については、制度施行前に、大阪府後

期高齢者医療広域連合からの試算数値等に基

づいて予算編成を行ったものです。 

一方、平成 21 年度予算については、平成 20

年度から施行が始まり半年程度経過した制度

の執行実績に基づき、予算編成を行いました。 

平成20年度予算と 21年度予算を比較すると、

1.1%のマイナスとはなっておりますが、特に
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市民のみなさんからのご意見 市長説明 
対応状況と今後の方向性 

（平成２１年１０月現在） 

医療給付費は予算では図りにくいものがあ

り、決算ベースで把握をいただく方が分かり

やすいと思います。 

参考までに平成 20年度歳出決算と、21 年度歳

出予算を比較いたしますと、9.3%の増となっ

ておりまして、今後も高齢化の進展に伴う医

療費の増嵩等に対応してまいりたいと考えて

おります。 

 

○ 本市では平成２１年３月末現在、６５歳以上

の人口は５万９千人を超え、総人口に占める

割合も２２％に迫っています。今後ますます

高齢者が増加し更なる高齢社会を迎えるにあ

たって、限られた財源の活用を見直す必要性

があり、敬老金を廃止し、その原資を有効活

用して、今後の高齢者施策の重要点となる「安

心・安全なくらし」「介護予防の推進」の取り

組みとして、地域包括支援センター（地域型）

の増設、街かどデイハウスでの介護予防事業

などを行いました。今後も高齢者やその家族

が安心して暮らし続けることができるための

施策推進を行ってまいりたいと考えていま

す。 
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市民のみなさんからのご意見 市長説明 
対応状況と今後の方向性 

（平成２１年１０月現在） 

④ 経済不況について（就学援助など） 

○ 経済不況で家計も苦しくなっています。給食

費、教材費など、学校でも徴収せざるを得ない

費用だとは思うが、こういったお金についてど

れぐらい納入されていて、どれぐらい納入され

ていないのですか。また、就学援助の状況はど

うなっていますか。 

 

○ 八尾市の場合は、給食費は 99.6％(平成 20年

5 月末日現在）の徴収率となっています。 

 

○ 市民の方の所得が減少していることは認識し

ています。 

 

 

 

○ 学校で徴収している費用のうち、給食費につ

いては約 99.6％の収納率となっています。 

  

○ 現在の経済状況のなか、平成 21年度の就学援

助を受けておられる方の割合は約 29.7％（11

月 9 日現在）となっており、昨年と比較して

増加している状況です。 

⑤ ＪＲ八尾駅の整備について 

○ 施設や拠点の整備を行うのは市長としては実

績が残るということは分かりますが、ＪＲ八

尾駅の整備にはどれぐらいのお金をかけるの

ですか。福祉の観点からは、住民の生活が安

定するように、緊急で無いものはやめてでも

福祉分野へお金を回していくべきだと考える

がいかがでしょうか。 

 

○ 施設や拠点の整備をしていきたいと考えてい

るわけではなく、施設の耐震化を進めていくに

あたって、耐震化に要する費用と建替えに要す

る費用を比較したときに、費用が変わらない場

合もあり、将来的なことを考えると建替えたほ

うがよいとなる場合もあります。 

 

 

 

○ ＪＲ八尾駅の整備は総事業費としては、約 55

億円要します。通勤困難者の観点、バリアフリ

ーという観点からは、まち全体で広く市民を対

象とした事業も必要と考えます。ＪＲ八尾駅

は、市内で乗降客が 2番目の主要駅でバリアフ

 

○ 耐震診断については、平成 22年度をもってほ

ぼ完了し、今後はその耐震診断結果などに基

づき耐震改修を順次行っていくことになりま

すが、その中で耐震改修を行うことが、建築

後の年数などを考慮し、費用対効果や市民の

皆様の安全・安心の観点から検討すれば建て

替えをする方が良いということも考えられま

す。 

 

○ ＪＲ八尾駅周辺地区については、鉄道施設に

より駅南北地域が分断され、駅周辺の交通動

線は輻輳しており、また、鉄道施設や周辺道

路等の老朽化とともに、バリアフリー化等の

機能更新の遅れなど、市民生活の安全性や利
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市民のみなさんからのご意見 市長説明 
対応状況と今後の方向性 

（平成２１年１０月現在） 

リー対応ができていないという点で放置でき

ないと考えます。 

便性の観点からも、駅周辺地区全体を視野に

入れた整備が急務であると認識しています。 

 

○ 事業については、精査し、必要な整備を推進

しつつ、コスト削減に努めたいと考えていま

す。 

⑥ 公立保育所の民営化について 

○ 公立保育所の民営化について、保育所は公立

として、きっちりとしたサービスが提供され

ることが大切だと思います。民営化にすると、

儲けに走ることから、この点が疎かにされる

のではないかと心配しています。 

 

○ 公立保育所の民営化は、平成２２年度の２園

の民営化で一定の区切りとなります。保育所

は保育に欠ける子どもが対象となっています

が、幼稚園の活用なども含めて、保育を必要

とする子ども全てに対応していきたいと考え

ています。 

 

○ 近年、親の働き方等の変化に伴い、保育所入

所の需要が飛躍的に増大しています。このよ

うな状況の中、平成１５年の児童福祉審議会

において、保育所待機児童の解消策として、

公立保育所を民営化することにより効率的な

行政運営を行うとともに保育所入所枠の拡大

を図るという答申を受けております。本市に

おいては、この答申に基づき、保育の質を確

保しながら、公立保育所の民営化や民間保育

所の整備等により保育所入所枠の拡大に努め

ているところです。 

また、保育所待機児童の状況をみると、低年

齢児や年度途中での入所希望者への対応に課

題があることから、現在児童福祉審議会に諮

問し、ご議論いただいているところでありま

す。今後はこの審議会の答申に基づき、適切
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市民のみなさんからのご意見 市長説明 
対応状況と今後の方向性 

（平成２１年１０月現在） 

に対応してまいります。 

⑦ 定額給付金について 

○ 市内で約 4000 世帯の方から申請がないという

ことですが、申請については、郵送による案内

だけで、返事が来なければ申請しないという扱

いとのこと。各部から選ばれた方によりプロジ

ェクトチームを編成されているようですが、

4000 世帯の方がどのような生活をされている

のかというチェックを含めて調査を実施され

てはどうですか。 

 

○ 市内で給付額は 41億 5000 万円、事務費は 1億

5000 万円となっています。 

 

○ 申請されていない方については、郵送による案

内を２回試みており、事務費等の都合もあり、

生活を把握するような調査を行うことは難し

いと考えます。 

 

○ 定額給付金のご案内は、４月１５日に全世帯

に申請書を郵送しており、１０月１５日まで

に申請をいただかないと給付できなくなりま

す。未申請の世帯には７月から９月まで毎月

１回、計３回のお知らせを郵送しております。 

多数の未申請世帯の生活調査につきまして

は、多額の費用がかかるとともに、振り込め

詐欺等の防止の観点から、訪問等の調査の実

施は困難です。また、申請につきましては、

家族の方などの代理申請も可能となってお

り、電話等でのご相談窓口を設置しておりま

す。 

⑧ 会議スペースの確保について 

○ 教育センターを廃止して解体すると聞いてい

ます。会議をするにしても、近辺では、社会福

祉会館、サポートやおぐらいしか場所がない状

況です。会議のできる場所をできるだけ作って

いただきたいです。 

 

○ 教育センターは商工会議所との土地の等価交

換を行います。教育センター敷地には新たな商

工会議所が建ち、八尾市の産業振興部局と一体

となった施設としていきます。 

 

 

○ 等価交換により、商工会議所敷地が八尾市のも

のとなるので、そこへ教育センター機能の一部

 

○ 教育センターについては、八尾商工会議所と土

地及び建物の等価交換を行いますが、教育セン

ター敷地には新たな商工会議所及び市の産業

振興部局を含んだ八尾市の商工振興支援の拠

点施設として整備していきます。 

 

○ なお現商工会議所の土地と等価交換を行った

後も青少年センター機能を維持すべく、当分の



 

- 8 - 

市民のみなさんからのご意見 市長説明 
対応状況と今後の方向性 

（平成２１年１０月現在） 

を移します。 

 

 

 

 

○ 市役所周辺の公共施設については、機能更新、

機能集約も考えています。この中で、定期的な

会議を開けるスペースの確保も図っていきた

いと考えます。財源が必要な話なので、計画的

に進めていきたいと考えます。 

間、現商工会議所を青少年センターとして位置

づけ、今までと同様に、青少年の健全育成に向

けた会議等にご使用いただけるよう対応して

まいります。 

 

○ 市役所周辺の公共施設については、機能更新・

機能集約も検討しており、この中では、会議ス

ペースの確保も図っていくことも検討してい

ます。なお、財源を伴う内容ですので、計画的

に進めてまいります。 

⑨ 防犯灯の整備について 

○ 防犯灯の整備について、新設については助成金

が出ていますが、移設については出ていませ

ん。７メートルスパンで付いているようなとこ

ろや、45 メートルも付いていないところもあ

り、移設を行いたいです。ところが、市役所に

聞くと、廃止して新設という手続きになると言

われました。リサイクルという考えはないので

しょうか。 

 

○ 現在は、防犯灯整備に関する制度では、移設は

対象としていません。 

 

○ 今回制度の見直しを行い、ポールの設置につい

ては、4万円の助成を行う新たな制度を設けま

した。 

 

○ 今回いただいた意見については、制度の見直し

による対応を検討していきます。 

 

○ 現在の防犯灯整備に関する制度では、移設に

ついては補助の対象とはしていません。設置

間隔等につきましては、町会において設置時

に十分に検討をいただいているものと考えて

おりますが、昔に設置されたものなどは、非

効率な間隔のものも存在すると思われます。 

現在、移設だけでなく、修理も補助の対象外

であり、リサイクルの観点から、制度の見直

しによる対応を検討していきます。 

⑩ 旧楠根川緑地の街路灯について 

○ 明るい昼間でも水銀灯などの照明器具が点灯

していました。７月半ばに公園の担当課に相談

 

○ 調べて報告させていただきます。 

 

 

○ 現場の調査を行った結果、器具の老朽化という

ことが判りましたので、早急に対応しました。 
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市民のみなさんからのご意見 市長説明 
対応状況と今後の方向性 

（平成２１年１０月現在） 

に行きましたが、十分な対応がなされていませ

ん。 

⑪ 建築確認について 

○ 建物を老朽化により建て替えをしたいと市役

所に建築確認申請を行いましたが、なかなか確

認が下りません。景気対策の面でもなるべく早

く対応したほうがよいのではないでしょうか。 

 

○ 建築確認の偽装問題を機に、建築確認申請の審

査の厳格化が求められています。 

 

○ 市に申請するのと民間に申請するのと２種類

の方法がありますが、民間に申請したとしても

ある程度の時間を要するのが実情だと思いま

す。 

 

○ 老朽化建物については、なるべく早く撤去をし

ていただいて、平行して申請手続きを進めてい

ただきたいと考えます。 

 

○ 建築物が老朽化すれば、耐久性・耐火性等の

機能が低下し、災害時には倒壊や焼失の可能

性が高くなると思われますので、安全で安心

な街をつくるには、建替を行っていただくこ

とは大変重要であると考えます。 

建築確認申請の手続につきましては、まず、

関係各課との協議手続を完了しなければなら

ないため、建築確認申請提出までに時間を要

すると思われます。 

また、建築確認申請については、市に申請す

る方法と民間の指定確認検査機関に提出する

方法の二通りの方法があります。どちらに提

出されても、構造計算の偽装問題等を受けた

建築基準法の改正に伴い審査の厳格化が図ら

れた為、建築確認申請の手続には、一定の時

間を要しますが、安全性の確保のために重要

でありますので、ご理解ご協力をお願いいた

します。 

 


